
第 9１回 草津市障害児(者)自立支援協議会 研修会（令和５年度）                      

                日時：令和６年１月１８日（木）午前 9：30～11：30 

                               場所：草津市役所８階 大会議室 

 

 

開会  (9：30～) 

 

 

   

研修会 

テーマ 『障害のある人の住まいを考える』 

 

第１部 「グループホームの現状」 事務局から（30 分程度） 

 

第２部 「居住支援法人って、なに？（住宅確保要配慮者居住支援法人について）」 

 

一人暮らしを希望しても、保証人がない場合や、見守り等の配慮が必要、また、そもそ

も障害があるということで、住まいの確保も難しい現状があります。 

 

講師   

株式会社共栄サポート  代表取締役  白井 洋典氏 

みらいえ住宅株式会社 居住支援サービス部 部長  栁田 宝氏 

 

   【意見交換】 

 

 

 

 

 

 

閉会  （11：30頃） 

 

（今後の開催案内） 

令和５年度 今後の草津市障害児(者)自立支援協議会の日程   

① 令和 6年 3月 21日（木）9：30～11：30（定例会議） -草津市役所 8階 大会議室 

○活動報告とトピックス（予定）「草津市の拠点整備に向けて（案）」 

 

 























居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの

・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人の指定状況
・34道府県149法人が指定 （H30.10.19時点）

● 居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

都道府県知事

居住支援法人

支援

指定申請

【制度スキーム】

国

● 居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が行う業務（上記①～④）に係る活動に対し支援
（補助率10／10、第二次公募に係る補助限度額300万円）。

・［Ｈ30年度予算］重層的住宅セーフティネット構築支援事業（６.5億円）の内数
※応募要件など詳細については「応募要領」をご覧ください。

※ 居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。

居住支援法人制度の概要 別紙



③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の枠組み

※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律
（平成29年4月26日公布 10月25日施行）
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居住支援活動への補助※

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援

※今回は居住支援法人が行う入居支援等の活動に対する補助事業を公募します。

















草津市障害児(者)自立支援協議会 第９１回研修会アンケート まとめ（抜粋） 

令和６年１月１８日（木）研修会『グループホームの現状・居住支援法人って何？』 

（回答数４１人/参加者６０人） 

１． 「第 1部グループホームの現状」の内容について 

よくわかった ３３ まあまあ ８ まだよくわからない  無記入  

 

２． 「第２部居住支援法人って、なに？」の内容について 

よくわかった ３２ まあまあ ９ まだよくわからない  無記入  

 

３．グループホームについて 

・住まいの場についてグループホームや居住支援ことを学べてよかった  ２ 

・共同生活が難しいので、一人暮らしを希望される方の相談を受けている現状がある 

・ネットワークの構築やサービスがあることで、地域移行が実現する希望がもてた ２ 

・もっとグループホームのこと等がわかる様に勉強していきたい ２ 

・支援の多様さを感じた 

・重度障害者が利用できるグループホームが少ない ２ 

・6段階で分けられる区分については、それぞれの区分の仕方はどのようになっているのか知りたい 

・支援者の知識や理解を深めるために研修制度や国からの補助を強化してほしい 

・20代・30代の利用者の人からは親亡き後の生活に対する準備など不安という現実がない人が多い 

・自分の生活に対してしっかりとした考えが持てるための支援の難しさ、情報収集の必要性を感じた 

・グループホームの状況や制度についてわかりやすくまとめて説明を聞くことができ、ありがたく思いました。職場の知ら

ない職員に説明する資料として使わせてもらえたらと思います。 

  ・自分の所属している法人と分野が違う…と思っていたのですが…住まいは全てのベースであり、その他の分野と密接

に関わっていると感じました。 

  ・現状が知れてよかった。 

    ・GHの課題は、Tvやネットも含め、色んな所で目にすることがありますが、本当になかなか解決することがありません。 

本人の思いに添った支援ができているのか、自分の支援にも自信が持てないまま毎日仕事をしています。当たり前の生活

を守ることは大切なことだと思いますし、皆が同じように持っている権利だと思います。どんな仕事も人手不足や働き方が変

わってきたところで、どんどん問題、課題も増えていると感じます。研修をしていただいて学べる機会がある事は本当にあり

がたいと思っている。 

    ・グループホームについて、当方の事業所がある地域でも、グループホームの説明が不充分だった？または、受入れの理解が

あまりなかったせいか、住民の大きな反対がありました。事業者のホーム開始については、地域住民への受け入れの理解に

ついて時間がかかるのではないかと実感しました。 

 

４．居住支援法人について 

    ・「居住支援」初めて知った ４ 

・居住支援の支援内容を学ぶ事ができよかった ８ 

・特に、居住支援について、大変勉強になる事例をいくつもお話して下さったので、是非、資料にも記載いただきたいな（メモ

を取りたい）と感じました。 

・すまいの場を捜すことは簡単なことではない ３ 

・第 2部の講師のお二人の話は分かりやすく、率直に話していただきよかった ５ 

・居住支援サービスで関わってもらえる機関があることはありがたいし、必要な時に相談したい 

・支援する方の重責を感じた 

・入居してから前の住宅の家賃がたまっていることが判明。裁判になっている。関係機関、本人も疲弊している。 

・「すまい」の大切さは、人として誰しもが持っているもので安定させるべき内容 



・支援を必要とする方の為に「つながり」を重視して取り組んでおられること、「すまい」だけではなく日中の活動な

ど他分野においても重要な観点である 

    ・白井さんの「社協のちけん」というワード…正式名称は？→生活福祉資金？ 

   ・入居までに様々な支援体制を組立てたくても組めない現状を理解してほしい 

 

４．全体の意見 

・福祉・医療・介護とサポートし合う必要性、現実的な難しさをあらためて感じた 

・将来に向けてどんな制度やサービス、ネットワークがあるのかを考えたり話し合うきっかけにしたい ４ 

  ・障害のある方が、とりあえず相談してみようと勇気をもって言ってほしい 

・支援者を支援するという言葉はとても心に刺ささり、行政がそういった担い手を支える必要がある。 

  ・入居前の確認が改めて必要だなと感じた 

・制度上のすき間への対応が必要 

・自立支援協議会として 3 年間取り組まれてきて、課題もみえてきたことが伝わった。自立支援協議会としての提

起として受取り、今後の検討につなぎたい 

・協議会の研修、とても参考になった。会員に伝えていきたい。 

  ・１部と 2部の内容は、隣り合ってるようで全く違う内容だと思ったので、分けて研修すべきだと思った。もしくは、1部と 2

部をつなぐ部分の話にしっかり焦点を当てた研修が必要かと思う。 

・もっと詳しく内容を知りたい。（時間が限られていますよね…） 

・わかりやすかったが、居住支援が長すぎる。他の制度的な話しがもう少し聞きたかった。 

・グループホームにせよ、A、B、移行にせよ、居住支援法人にせよですが、株式会社等の営利法人が参入することで、良

い意味でも市場原理に則った支援が一般的になるのかなと感じます。 

      すまい ⇒ 居住支援法人 就労 ⇒ 就労支援法人 医療 ⇒ 医療連携法人とすると、全体のコーディネートを一体誰が…

ということと、専門と専門のはざまのことを考えねば…と思うところです。 

    ・住居に関して、障害者の住居さがしは、難しいのだと思いました。 

    ・トータルケアがすばらしい。 

    ・障害のある方が住まいを見つけるための手段がある事がわかり、安心のひとつになりました。支援にのらない方の為の支援

に対する制度の必要性を痛感しました。 

  

５．その他 

・実際うちのホームでも人手不足で大変です。職員の気持ちや思いだけでは継続していく事が、どんどん難しくなっていき

ます。私は報酬単価等がよく分かりませんが、実態としては福祉労働者の給料の少なさと仕事の負担の差は本当に大

きく、誰かに仕事が片寄ってしまうことが心配です。 

・働き手の少ない中、こんな状況では、いつか職員がつぶれてしまうと思います。国が県が市がと、よく研修で聞くことはあ

りますが、本当に実態を見てほしいです。利用者のため、長く続けていきたい仕事でありますが、実際しんどい事を伝え

られないことも多いです。 

・善意だけでは成り立たない。補助金、給付金がある事で支援が行っているという現実。 

もう少し補償がある事で、受け皿を整えられるのではないか。 

   ・障害児者がどのようなサービスを提供していて対象はどこなのかが、分かるよい機会をこれからも設定して頂けるとありがた

いです。 

 ・プロジェクターで資料を映して下さったら分かりやすかったと思います。 

「地域福祉権利擁護事業」

のこと。 
 


